
土地利用に関する説明会

平成３１年３月２４日（日）

守谷市役所 総務部 市長公室 企画課
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１．アンケート実施の背景と結果概要

２．土地利用の検討状況

３．今後の方向性
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１．アンケート実施の背景と結果概要
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◎調査地区の位置 （市内全体図）

常総運動公園
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◎調査地区の位置と現状の土地利用

・大木地区の南側，大野地区の西，南側
・常磐自動車道守谷S.A.が隣接
・つくばエクスプレス，都市計画道路が通過
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１．アンケート実施の背景と結果概要

位置

・農地（農用地区域）
・農業従事者の減少等の課題から，農地中間管

理事業を活用し，農地を中･大規模耕作者等へ
貸付けて農地の集約化を図り，有効活用してい
る。

・守谷S.A.付近から大野地区の西側の区域及び
大木地区は，主に水稲が作付けされている。

・常総運動公園付近は，畑作を中心に耕作されて
いる。

現況の土地利用

アンケート調査
対象区域
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◎地域の特性・可能性とアンケートの目的

１．アンケート実施の背景と結果概要

スマートI.C.
想定区域

アンケート調査
対象区域

・守谷S.A.が国の災害時の防災拠点に位置付け
・幹線道路となる都市計画道路「都市軸道路（通称）」や

「供平板戸井線」を含む区域
・守谷S.A.と都市計画道路を結ぶスマートI.C.の整備

将来的に市内の他地区と比較し，特に交通の利便性が
高まる地区であり，新たな土地利用の可能性を秘めている。

アンケートの目的

地域の特性・可能性

将来的な農業施策や少子高齢化などの社会状況の変化に
対応するため，市の活性化に向けたまちづくりの可能性を
検討することを目的にアンケート調査を実施。

土地利用に関する陳情
「常総運動公園から守谷サービスエリア周辺地域の土地利
活用に関する陳情」
提出：平成29年11月22日
採択：平成29年12月定例月議会



・実施時期
平成３０年２月２０日～３月１５日

・発送数
３８７名（土地所有者：３６７，耕作者：２０）

・回答数
２３１名

・回収率
６０％

・アンケート調査結果の送付
平成３０年８月８日
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・アンケート発送者
土地所有者及び耕作者
農家台帳，課税台帳の登録情報を基準（共有名義で住所が同一の場合代表に送付）

１．アンケートの実施の背景と結果概要

◎アンケート調査



年 齢
土地所有者・耕作者：２３１名
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１．アンケート実施の背景と結果概要

◎アンケート調査結果

農地以外の利活用（例：企業誘致等）
を検討することについて

・行う方が良い ７５名
・どちらかと言うと行う方が良い ７８名
（具体的な活用内容，条件等によって判断したい）

・どちらとも言えない ３５名
・行わない方が良い ２４名
・その他 ，未回答 １９名

土地所有者・耕作者：２３１名

・～２０歳代 ０名 ・３０歳代 ２名
・４０歳代 １１名 ・５０歳代 ３６名
・６０歳代 ７５名 ・７０歳代～ １０６名
・未回答 １名

40歳代
4.8%

50歳代,
15.6%

60歳代
32.5%

70歳以上
45.9%

未回答
0.4%

30歳代
0.9%

行う方が良い
32%どちらとも言え

ない
15%

行わない方が

良い
10%

その他・未回答
8%9％

どちらかと言うと行
う方が良い

34％
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１．アンケート実施の背景と結果概要

農地以外の利活用（例：企業誘致等）を検討することについて

・後継者がおらず継続が難しい １０９件
・将来的に新しい雇用が生まれる ６１件
・農業経営が成り立たず継続が難しい ３２件
・その他 ９件

◎アンケート調査結果

・具体的な利活用内容が分からない ２８件
・周辺環境への影響が心配 ２８件
・農業を継続して行う １９件
・その他 ８件

回答対象者

「どちらとも言えない」「行わない方が良い」
と回答した理由 （複数選択可）

「行う方が良い」，「どちらかと言うと行う方が良い」
と回答した理由 （複数選択可）

農地以外の利活用（例：企業誘致等）を検討することについて

行う方が良い，どちらかと言うと行う方が良いと回答した土地所有
者・耕作者：１５３名

回答対象者

どちらとも言えない，行わない方が良いと回答した土地所有者・
耕作者：５９名

52%

29%

4%
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15%

34%

23%

10%
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その他

農業を継続して行う

周辺環境への
影響が心配

後継者がおらず
継続が難しい

農業経営が成り立たず
継続が難しい

具体的な利活用内容
が分からない

その他 9%



アンケートの調査結果
・農業を継続して行う意向がある一方，
「将来的には農地以外の利活用の検討が必要」との意見が多い

利活用の調査・研究
・利活用事例の調査や事業者（５社）のヒアリングを行うなど利活用の可能性を調査

・県等関係機関と協議し課題等を確認
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２．土地利用の検討状況
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事例調査

２．土地利用の検討状況

①圏央道常総I.C.周辺地区
・場所

I.C.周辺 約 30.7ha （都市エリア）

・概要
常総I.C.周辺に農地エリア（畑地化，施設園芸

や観光農園 等）と都市エリア（農産物の加工･流
通を行う産業･物流系）を集積し，農業の６次産
業化の拠点形成（アグリサイエンスバレー構想）
を目指す土地区画整理事業。

・土地利用
(前) 農地 ➡ (後) 企業用地 + 農地

・事業手法
土地区画整理事業

（業務代行方式による組合施行）

・期間
20１8（H30）年～ 2024年

参照：”常総市役所ホームページ”.圏央道常総インターチェンジ周辺地域整備事業
http://www.city.joso.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/18/3008agurikousou.pdf

企業用地
(約3.1ha)

企業用地
(約9.19ha)

企業用地
(約6.67ha)

道の駅(直売所・集客施設)
(約4.14ha)

観光農園ゾーン
(約3.73ha)

大規模施設園芸ゾーン
(約9.4ha)

都市エリア

農地エリア
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事例調査

２．土地利用の検討状況

②圏央道五霞I.C.周辺地区
・場所

I.C.周辺 約 37.1ha

・概要
五霞I.C.周辺に，商業・工業・流通など新たな複合型産業拠点

の形成を図ることを目的に行う土地区画整理事業。

・土地利用
(前) 農地 ➡ (後) 複合用地（商業・工業・物流）

・事業手法
土地区画整理事業

（業務代行方式による組合施行）

・期間
2014（H26）年～ 20１9（H31）年

五霞IC

参照：”Google map 五霞町インターチェンジ周辺
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２．土地利用の検討状況

・スマートI.C.と一体的な土地利用による効果，企業立地の需要は高い地区

・産業や物流，農業関連施設などの多様な土地利用の可能性がある

・土地利用を図る場合の手法は，土地区画整理事業による

・想定される区域規模は３０～４０ha程度

事業者への調査
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２．土地利用の検討状況

調査・研究の整理

・スマートI.C.が整備されると周辺の交通利便性が飛躍的に向上

・スマートI.C.と一体的に土地利用することで，地域の活性化に向けた効果的な利活用が可能

・産業や物流，農業関連施設などの多様な土地利用の可能性がある

・土地利用による次世代の雇用創出，地域経済の活性化，市財政の確保

・事例では民間事業者のノウハウを活かした土地区画整理事業が主体である

・区域規模は３０～４０ha程度が主体である

・農業に関する様々な課題があり，農業（営農継続を希望する方，土地改良区 等）に対する支援が必要
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２．土地利用の検討状況

・スマートI.C.の調査を進め，民間活力によりスマートI.C.と一体的な土地利用（工業団地等）

・農地や斜面緑地等に配慮した土地利用

・事業手法は，地権者の皆様の組合施行による土地区画整理事業を想定

・事業を確実に実施するため，民間事業者のノウハウを活かした「業務代行方式（※）」による事業
を想定

※【業務代行方式とは】
・土地区画整理事業は，事業により生み出す土地（保留地）を売却して事業費に充てる仕組みである。
・保留地は，事業区域内の土地の所有者から少しづつ土地を提供（減歩）してもらい生み出す土地である。
・業務代行方式とは，民間事業者のノウハウを活かし，事業者が保留地を取得することを条件として，事業の運営
業務や工事施工など，業務等の相当部分を代行する方式である。
これにより，事業が円滑に進められ，事業費の確保が担保されるなど，組合の負担軽減等の効果がある。
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土地利用想定区域

２．土地利用の検討状況

これまでの調査に基づく想定区域

常磐自動車道の守谷S.A.に隣接

する区域が，農地以外の土地利
用の想定区域

※赤色が濃い（守谷S.A.に近い）部分の方
が，土地利用の可能性が高い区域となりま
す。

※土地利用区域が決定したものではあり
ません。

土地利用
想定区域

守谷S.A.

守谷浄化
センター

常
磐
自
動
車
道

(株)明治
守谷工場

下川岸
地区

スマートI.C
想定区域



地権者の方に土地区画整理事業に対する意向をお伺いします。
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具体化した想定区域内の地権者，耕作者の皆様と土地利用に関する意見交換を行います。

・土地区画整理事業（ 事業手法・土地利用方針・事業費・減歩・税金等）について
・地権者の疑問・不安に対する調査等の実施
・農業（営農継続）に関する検討
・勉強会の内容については，具体化した区域内のすべての地権者へ報告

事業に対する地権者意向調査

土地利用想定区域の具体化

３．今後の方向性

土地利用・土地区画整理事業に関する勉強会

実現可能な規模を精査し，想定区域を具体化します。

平成３１年度（予定）
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・地権者意向を集約し，合意形成を図ります。
・関係機関との調整を行い，土地区画整理事業区域を決定します。

平成３１年度（予定） 地権者意向の集約・関係機関協議

※地権者の意向がまとまれば

～平成３２年度 土地区画整理事業の事業計画等の検討
関係機関との具体協議

３．今後の予定

※各協議が順調に進んだ場合

平成３３年度 都市計画見直し

・事業の具体内容を検討し，事業計画を策定します。
・関係機関との具体協議を進め，農政・都市計画協議を行います。


